
やまなし KAITEKI 住宅普及促進事業費補助⾦交付要綱

（趣旨）
第１条 知事は、県内の⼦育て世代が理想の⼦どもの数を実現できる住環境の整備を図る

ため、また、脱炭素社会の実現、地域の防災⼒の向上、地域の住宅産業の振興等を図るた
め、市町村（以下「補助事業者」という。）が実施する『やまなし KAITEKI 住宅』の普
及を促進する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助⾦を交付するものとし、その
交付に関しては、⼭梨県補助⾦等交付規則（昭和 38 年⼭梨県規則第 25 号）に規定する
もののほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるとおりとす

る。
⼀ 住宅 ⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号。以下「⻑

期優良住宅法」という。）第２条第１項の住宅をいう。
⼆ 建築 ⻑期優良住宅法第２条第２項の建築をいい、新築、増築、改築を含む。
三 認定住宅 やまなし KAITEKI 住宅指針（令和 7 年３⽉２５⽇付け建住第５１３２

号）に定める KAITEKI 住宅基準を満たし、やまなし KAITEKI 住宅認定制度要綱（令
和 7 年３⽉２５⽇付け建住第５１６０号。以下「認定要綱」という。）第３条第３項の
認定を受けた次表に掲げる住宅をいう。

認定住宅の種類（ブランド名称） 適合状況
やまなし KAITEKI 住宅 KAITEKI 住宅基準１及び２
やまなし KAITEKI 住宅／ZERO KAITEKI 住宅基準１から３
やまなし KAITEKI 住宅／FORET KAITEKI 住宅基準１、２及び４
やまなし KAITEKI 住宅／ZERO・FORET KAITEKI 住宅基準１から４
やまなし KAITEKI 住宅リノベ KAITEKI 住宅基準１及び２
やまなし KAITEKI 住宅リノベ／ZERO KAITEKI 住宅基準１から３
やまなし KAITEKI 住宅リノベ／FORET KAITEKI 住宅基準１、２及び４
やまなし KAITEKI 住宅リノベ／ZERO・FORET KAITEKI 住宅基準１から４

四 県内事業者 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項に規定する建設業の
許可のうち建築⼯事業の許可を受けている建設業者であって、県内に本店を有する者
をいう。

五 共同住宅等 共同住宅、⻑屋、併⽤住宅その他の⼀⼾建ての住宅以外の住宅をいう。
六 ⼦育て世帯等 次に掲げる世帯をいう。



  イ ⼦育て世帯 ⾃ら居住することを⽬的に認定住宅の建築の⼯事に着⼿した年度⼜
は⾃ら居住することを⽬的に認定住宅を購⼊した年度の４⽉１⽇時点で 18 歳未満の
⼦を有する世帯をいう。 

  ロ 若者夫婦世帯 ⾃ら居住することを⽬的に認定住宅の建築の⼯事に着⼿した年度
⼜は⾃ら居住することを⽬的に認定住宅を購⼊した年度の４⽉１⽇時点で夫婦のい
ずれかが 39 歳以下の世帯をいう。 

 
（補助⾦の交付の対象となる事業） 
第３条 補助⾦の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、⼭梨県内に⾃ら

居住することを⽬的に認定住宅（県内事業者が建築の⼯事を施⼯したものに限る。）を建
築⼜は取得した者（以下「間接補助事業者」という。）に対して補助事業者が補助⾦（以
下「間接補助⾦」という。）を交付する事業とする。ただし、⼀の住宅（共同住宅等にあ
っては⼀の住⼾）につき、間接補助⾦の交付は⼀回限りのものとする。 

 
（補助⾦の交付の対象となる経費、その補助率及び上限額） 
第４条 補助⾦の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表（イ）

欄の区分に応じて（ロ）欄各号に掲げる経費とし、当該補助対象経費に対する補助率は、
別表（ロ）欄各号の区分に応じて（ハ）欄に掲げる率とする。 

２ 補助⾦の上限額は、別表（イ）欄及び（ロ）欄各号の区分に応じて、（ニ）欄に掲げる
額とする。 

 
（補助⾦交付申請書及び添付書類の様式、提出期限） 
第５条 補助事業者は、やまなし KAITEKI 住宅普及促進事業費補助⾦交付申請書（様式第

１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業に着⼿する前までに、知事に提出しな
ければならない。 

 ⼀ 事業計画書（様式第１号の２） 
 ⼆ 予算決議書の写し 
 三 その他知事が必要と認める書類 
 
（交付決定の通知） 
第６条 知事は、前条の申請があった場合には、書類を審査の上、交付すべきものと認めた

ときはすみやかに交付の決定を⾏い、やまなし KAITEKI 住宅普及促進事業費補助⾦交付
決定通知書（様式第２号）を補助事業者に送付するものとする。 

２ 知事は、前項の決定をする場合において、必要に応じて条件を付すことができるものと
する。 

 



（補助⾦の交付の条件） 
第７条 補助⾦交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 
 ⼀ 補助事業の内容の変更（補助事業の⽬的の達成に⽀障をきたさない事業計画の変更

であって、交付を決定した補助⾦の額に変更がない場合を除く。）をしようとするとき
は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

 ⼆ 補助事業を中⽌し、⼜は廃⽌しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けるこ
と。 

 三 補助事業が予定期間内に完了する⾒込みのない場合⼜は補助事業の遂⾏が困難とな
った場合においては、すみやかに知事に報告してその指⽰を受けること。 

 
（事業内容等の変更） 
第８条 前条第⼀号の規定による承認を受けようとする補助事業者は、やまなし KAITEKI

住宅普及促進事業費補助⾦事業変更承認申請書（様式第３号）に第５条各号に掲げる書類
（変更に係る部分に限る。）を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請があった場合には、書類を審査の上、交付を変更すべきものと認め
たときはすみやかに交付の決定の変更を⾏い、やまなし KAITEKI 住宅普及促進事業費補
助⾦交付決定変更通知書（様式第４号）を補助事業者に送付するものとする。 

３ 前条第⼆号の規定による承認を受けようとする補助事業者は、やまなし KAITEKI 住宅
普及促進事業費補助⾦補助事業中⽌（廃⽌）承認申請書（様式第５号）を知事に提出しな
ければならない。 

４ 知事は、前項の申請があった場合には、書類を審査の上、⽀障がないと認めたときはす
みやかに補助事業の中⽌⼜は廃⽌を承認し、やまなし KAITEKI 住宅普及促進事業費補助
⾦補助事業中⽌（廃⽌）承認通知書（様式第６号）を補助事業者に送付するものとする。 

 
（状況報告） 
第９条 知事は、補助事業者に対し、必要に応じ、補助事業の遂⾏状況を報告させることが

できる。 
 
（実績報告書及び添付書類の様式、提出期限） 
第１０条 補助事業者は、補助事業が完了した⽇若しくは廃⽌の承認を受けた⽇から起算

して１箇⽉を経過した⽇⼜は交付決定をした年度の翌年度の４⽉１０⽇のいずれか早い
期⽇までにやまなし KAITEKI 住宅普及促進事業費補助⾦実績報告書（様式第７号）に次
の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 ⼀ 事業報告書（様式第７号の２） 
 ⼆ 補助事業に要した経費の⽀出の事実等が確認できる書類 
 三 その他知事が必要と認める書類 



 
（補助⾦の額の確定） 
第１１条 知事は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の審査及び必要に応じて⾏う現

地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助⾦の交付の決定の内容及びこれに
付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めた場合は、交付すべき補助⾦の
額を確定し、やまなし KAITEKI 住宅普及促進事業費補助⾦額の確定通知書（様式第８号）
を補助事業者に送付するものとする。 

 
（補助⾦の交付⽅法） 
第１２条 補助⾦は、精算払とする。 
 
（間接補助に対して付すべき条件等） 
第１３条 補助事業者は、間接補助事業者が建築⼜は取得した認定住宅の処分について当

該認定住宅に係る認定要綱第３条第４項の規定によるやまなし KAITEKI 住宅認定通知
書の通知⽇から起算して１０年（以下「財産処分制限期間」という。）を経過するまでの
間は補助事業者の承認を受けるべき旨の条件を付さなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認をしようとする場合において、原則として交付した間接補助
⾦のうち間接補助事業者が建築⼜は取得した認定住宅を補助⾦の交付の⽬的に反して使
⽤し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、⼜は取り壊した時から財産処分制限期間
が経過するまでの期間に相当する分を返還させるものとする。 

３ 補助事業者は、認定要綱第８条第１項の規定により間接補助事業者が建築⼜は取得し
た認定住宅の認定の取消しがあった場合に間接補助⾦の交付の決定の全部⼜は⼀部を取
り消すことができる旨の条件を付さなければならない。 

４ 補助事業者は、前項の規定により間接補助⾦の交付の決定の全部⼜は⼀部を取り消し
たときは、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された間接補助⾦の返還を命ずるもの
とする。 

 
（財産の処分の報告等） 
第１４条 補助事業者は、前条第１項の承認に当たり間接補助⾦の返還を条件とする場合

は、あらかじめ知事に協議の上、間接補助事業者に通知するものとし、財産処分報告書
（様式第９号）を知事に提出するものとする。 

２ 補助事業者は、前条第２項の規定により間接補助事業者から返納⾦を収納した場合に
は、当該返納⾦に係る補助⾦に相当する額を知事に返還するものとする。 

 
（書類の保管） 
第１５条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起



算して１０年間、整備保管しておかなければならない。 
 
（その他） 
第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助⾦の交付に関し必要な事項は、知事が別に定

めるものとする。 
 

附 則 
１ この要綱は、令和７年４⽉１⽇から施⾏する。 
２ この要綱は、令和１０年３⽉３１⽇限り、その効⼒を失う。ただし、この要綱に基づき

交付決定された補助⾦については、この要綱の失効後も、なおその効⼒を有する。 
 
別表 

（イ） 
認定住宅の種類 

（ロ） 
補助対象経費 

（ハ） 
補助率 

（ニ） 
補助⾦の上限額 

やまなし KAITEKI
住 宅 、 や ま な し
KAITEKI 住 宅 ／
ZERO、やまなし
KAITEKI 住 宅 ／
FORET、やまなし
KAITEKI 住 宅 ／
ZERO・FORET 

⼀ 認定住宅を建築⼜は取得した
者に対して１件当たり２００千
円以上を補助する経費 

補助対象経
費の２分の
１以内 

１件当たり１０
０千円 

⼆ 認定住宅を建築⼜は取得した
者が⼦育て世帯等の場合に、前
号の補助に１件当たり２００千
円以上を加算するための経費 

補助対象経
費の２分の
１以内 

１件当たり１０
０千円 

三  認 定 住 宅 が や ま な し
KAITEKI 住宅／ZERO（やまな
し KAITEKI 住 宅 ／ ZERO ・
FORET を含む。）の場合に、第
⼀号の補助に１件当たり２００
千円以上を加算するための経費 

補助対象経
費の２分の
１以内 

１件当たり１０
０千円 

四  認 定 住 宅 が や ま な し
KAITEKI 住宅／FORET（やま
なし KAITEKI 住宅／ZERO・
FORET を含む。）の場合に、第
⼀号の補助に次の各号に掲げる
場合に応じて当該各号の⾦額以
上を加算するための経費 
(1) 認定住宅に係る県産⽊材

補助対象経
費の１０分
の１０以内 

(1)にあっては１
件当たり２００
千円 
(2)にあっては１
件当たり３００
千円 
(3)にあっては１
件当たり４００



の使⽤量が５㎥以上であり、
かつ、⽊材使⽤量の３０％以
上である場合 １件当たり
２００千円 

(2)  認定住宅に係る県産⽊材
の使⽤量が７．５㎥以上であ
り、かつ、⽊材使⽤量の４
０％以上である場合 １件
当たり３００千円 

(3)  認定住宅に係る県産⽊材
の使⽤量が１０㎥以上であ
り、かつ、⽊材使⽤量の５
０％以上である場合 １件
当たり４００千円 

千円 

やまなし KAITEKI
住宅リノベ、やま
なし KAITEKI 住
宅リノベ／ZERO、
やまなし KAITEKI
住 宅 リ ノ ベ ／
FORET、やまなし
KAITEKI 住宅リノ
ベ ／ ZERO ・
FORET 

⼀ 認定住宅を建築⼜は取得した
者に対して１件当たり４００千
円以上を補助する経費 

補助対象経
費の２分の
１以内 

１件当たり２０
０千円 

⼆ 認定住宅を建築⼜は取得した
者が⼦育て世帯等の場合に、前
号の補助に１件当たり２００千
円以上を加算するための経費 

補助対象経
費の２分の
１以内 

１件当たり１０
０千円 

三  認 定 住 宅 が や ま な し
KAITEKI 住宅リノベ／ZERO
（やまなし KAITEKI 住宅リノ
ベ／ZERO・FORET を含む。）
の場合に、第⼀号の補助に１件
当たり２００千円以上を加算す
るための経費 

補助対象経
費の２分の
１以内 

１件当たり１０
０千円 

四  認 定 住 宅 が や ま な し
KAITEKI 住宅リノベ／FORET
（やまなし KAITEKI 住宅リノ
ベ／ZERO・FORET を含む。）
の場合に、第⼀号の補助に次の
各号に掲げる場合に応じて当該
各号の⾦額以上を加算するため

補助対象経
費の１０分
の１０以内 

(1)にあっては１
件当たり２００
千円 
(2)にあっては１
件当たり３００
千円 
(3)にあっては１



の経費 
(1)  認定住宅に係る県産⽊材

の使⽤量が５㎥以上であり、
かつ、⽊材使⽤量の３０％以
上である場合 １件当たり
２００千円 

(2)  認定住宅に係る県産⽊材
の使⽤量が７．５㎥以上であ
り、かつ、⽊材使⽤量の４
０％以上である場合 １件
当たり３００千円 

(3)  認定住宅に係る県産⽊材
の使⽤量が１０㎥以上であ
り、かつ、⽊材使⽤量の５
０％以上である場合 １件
当たり４００千円 

件当たり４００
千円 

 




